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令和７年１２月議会定例会

会議の顛末

本会議（１２月２日）

議長（川上守）

皆さんこんにちは。ただいまの出席議員数

は８人です。

定足数に達していますので、令和７年第８

回若桜町議会定例会を開会します。

これより本日の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり

です。

日程第１

「会議録署名議員の指名」を行います。

今期定例会の会議録署名議員は、会議規則

第１２５条の規定により、議長において、小

林誠議員、梶原明議員を指名します。

日程第２

「会期の決定について」を議題とします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日から１２月４日ま

での３日間にしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、会期は本日から１２月４日ま

での３日間に決定しました。

日程第３

「諸般の報告」をします。

会議関係諸般の報告は、印刷してお手元に

配布のとおりです。

朗読は省略します。

続いて、議員派遣報告を行います。

若桜町議会９月定例会において議決し、派

遣を決定しました議員派遣について、報告書

が提出されています。

若桜町議会報告第１７号 令和７年度東部

議会議長会議員研修会、若桜町議会報告第１

８号 令和７年度鳥取県町村議会議員研修会

につきましては、印刷をしてお手元に配布の

とおりです。

朗読は省略します。

次に、常任委員会に付託した請願について

報告します。

今期定例会において受理した請願は、お手

元に配布の「請願等文書表」のとおりです。

日程第４

議案第９５号 令和７年度若桜町新町団地

事業特別会計予算を議題とします。

提案理由の説明を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

皆様こんにちは。今年は１０月初旬まで夏

日が続き、秋も平年より気温が高く、例年よ

り遅めの紅葉もようやくピークを過ぎようと

しています。この秋は台風の影響もなく、紅

葉の美しさがひときわ目を惹きましたが、先

月１８日には、氷ノ山スキー場で初めての積

雪があり、短い秋から冬へと、季節は着実に

移りつつあります。

先月１６日、「若桜町そば協議会」の主催に

より新そばまつりが開催されました。当日は

町内外からそばの愛好家が集まり、香り豊か

な若桜の新そばを堪能し、用意された５００

食は完売となりました。今年は、町内農業者

のご協力により、耕作放棄地も活用してそば

の栽培面積を拡大し、栽培方法の見直し等に

より単収も増え、近年にない豊作となりまし

た。来年以降も協議会によるそばの生産拡大

とブランド化の取組をしっかりと支援し、そ

ばでまちを盛り上げていきたいと思います。

さて、高市政権の誕生から１カ月半が経過

しようとしています。７０％を超える内閣支

持率の高さに国民の期待の大きさを感じます。

物価高対策を最優先として、先週総額１８．

３兆円を超える補正予算案を閣議決定し、今

後国会の場で審議が進められます。自治体が

自由に使える重点支援地方交付金も約２兆円

が確保されており、国の補正予算成立後、町



民や町内事業者のもとに支援が早く届くよう、

知恵を絞ってまいりたいと思います。

さて、本日ここに、令和７年第８回若桜町

議会定例会を招集しましたところ、議員の皆

様にはご出席を賜り、令和７年度一般会計補

正予算及び諸議案の審議をいただきますこと

に、感謝を申し上げます。

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして提案理由をご説明いたします。

議案第９５号 令和７年度若桜町新町団地事

業特別会計予算でございますが、これは、歳

入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８

４万３千円と定めております。

概要につきましては、歳入では、宅地１区

画の販売を予定しており、土地売払収入とし

て１８４万３千円を、歳出では、一般会計繰

出金に同額の１８４万３千円をそれぞれ計上

しております。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第５

議案第９６号 令和７年度若桜町一般会計

補正予算（第７号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

それでは、ただいま議案となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第９６号 令和７年度若桜町一般会計

補正予算でございますが、既定の歳入歳出予

算の総額にそれぞれ９，１００万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を５０億８，２０５万８

千円とするものでございます。

地方自治法第２１３条第１項の規定による

翌年度に繰越して使用することができる経費

は、「第２表 繰越明許費」のとおりとし、地

方債の変更は、「第３表 地方債補正」のとお

りでございます。

はじめに、歳入の概要についてご説明いた

します。

分担金及び負担金では、獣肉処理施設管理

負担金として１０１万６千円を追加いたしま

した。

国庫支出金では、児童扶養手当給付事業費

負担金２７万３千円、物価高騰対応重点支援

地方創生臨時交付金３４８万８千円、集約都

市形成支援事業費補助金５５０万円を増額す

るなど、その他の補正と合わせまして、総額

１，２７５万８千円を追加しております。

県支出金では、中山間地域等直接支払推進

事業補助金１，２７１万円、スマート農業社

会実装加速化総合支援事業４６７万５千円、

鳥取県豚熱感染確認区域内野生イノシシジビ

エ利用支援事業費補助１７４万円などを増額

しておりますし、令和の米増産緊急支援事業

補助金４００万２千円を減額するなど、その

他の補正と合わせまして、総額１，９５０万

１千円を追加いたしました。

繰入金では、新町団地事業特別会計繰入金

１８４万３千円、財政調整基金繰入金１，５

２０万５千円、森林整備促進基金繰入金５０

万円、マイクロバス購入に係る財源として教

育文化振興基金繰入金１，５００万円をそれ

ぞれ追加しております。

諸収入では、令和６年度後期高齢療養給付

費負担金精算金など合わせまして総額４３７

万７千円を、町債では、町道消雪施設整備事

業など合わせまして２，０８０万円をそれぞ

れ追加しております。

次に、歳出の主なものについて、ご説明い

たします。

議会費では、議員辞職に伴い議員報酬及び

議員期末手当を合わせまして１６０万円を減

額しております。



総務費では、バス運行事業に２５３万円、

集落公民館新築に係る補助金として若桜町集

落公民館等施設整備事業に２００万円、戸籍

システム改修に係る費用として戸籍住民基本

台帳事務に２８９万７千円をそれぞれ増額す

るなど、その他の補正と合わせまして、総額

８９１万円を追加いたしました。

民生費では、介護保険システム改修に係る

費用として、介護保険事業特別会計繰出金に

１５６万５千円、児童扶養手当支給事業に、

８２万円をそれぞれ増額するなど、その他の

補正と合わせまして総額２９４万２千円を追

加しておりますし、社会福祉総務費におきま

して財源更正を行っております。

衛生費では、マイナンバー情報連携体制整

備事業及び子宮頸がん検診におけるＨＰＶ検

査単独導入に伴う健康管理システムの改修事

業につきまして国庫負担金の内示がありまし

たので、健康増進事業費におきまして財源更

正を行っております。

農林水産業費では、農業機械購入支援とし

て農業振興費に４０２万２千円、中山間地域

の農地を守るための制度である中山間地域等

直接支払制度事業に１，６５３万２千円、獣

肉解体処理施設管理運営事業に８９万５千円

をそれぞれ増額するなど、その他の補正と合

わせまして総額２，４７０万３千円を追加し

ております。

商工費では、豚熱感染した個体の廃棄に係

る費用を支援するために、ジビエ振興事業に

２６１万円、氷太くんの木質チップバイオマ

スボイラー修繕に係る費用として、氷ノ山高

原の宿氷太くん管理運営事業に７０万３千円

をそれぞれ増額しておりますし、地域内経済

循環促進事業におきまして、支出科目を振替

しております。

土木費では、県道停車場線外消雪出井施設

更新工事に係る負担金として、道路維持費に

１，９５１万４千円、都市計画マスタープラ

ン及び立地適正化計画策定に係る費用として

都市計画事業に１，５１６万９千円をそれぞ

れ追加しました。

教育費では、給食費の値上げによる保護者

負担軽減支援金として若桜小学校教育振興費

及び中学校振興費合わせて２３万４千円、マ

イクロバス等購入に係る費用として若桜学園

管理費に１，５４３万３千円、鳥取県中学校

総体スキー競技の部等への選手派遣費用とし

て若桜学園教育振興費に２１０万円をそれぞ

れ増額するなど、その他の補正と合わせまし

て総額１，８００万１千円を追加しておりま

す。

なお、予備費において、歳入歳出総額の調

整を行うため、４万８千円を追加しておりま

す。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第６

議案第９７号 令和７年度若桜町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第２号）、議案第

９８号 令和７年度若桜町介護保険事業特別

会計補正予算（第２号）、議案第９９号 令和

７年度若桜町索道事業特別会計補正予算（第

３号）、議案第１００号 令和７年度若桜町簡

易水道事業会計補正予算（第３号）を一括し

て議題とします。

提案理由の説明を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

はじめに議案第９７号 令和７年度若桜町

国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について、でございますが、既定の歳入歳出



予算の総額からそれぞれ１８万３千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を４億２，９８１万

４千円とするものでございます。

歳入では、財政調整基金利子２９万円、財

政調整基金繰入金４００万円をそれぞれ増額

しておりますし、一般被保険者国民健康保険

税医療給付費分等合わせまして４４７万３千

円を減額しております。

歳出では、国民健康保険財政調整基金事業

に２９万円を追加しております。

なお、予備費において歳入歳出総額の調整

を行うため４７万３千円を減額しております。

続きまして議案第９８号 令和７年度若桜

町介護保険事業特別会計補正予算について、

でございますが、既定の歳入歳出予算の総額

にそれぞれ１４１万４千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を６億７，３６６万３千円とす

るものでございます。

歳入では、国庫支出金８０万３千円、県支

出金１４万４千円、繰入金１５６万５千円を

それぞれ増額しておりますし、保険料１０９

万８千円を減額しております。

歳出では、制度改正に対応するためのシス

テム改修費用として、一般管理費に２３６万

５千円、実績に伴い償還金に４千円を増額し

ておりますし、介護給付費準備基金積立金１

００万円を減額しております。

なお、予備費において歳入歳出総額の調整

を行うため４万５千円を追加しております。

続きまして議案第９９号 令和７年度若桜

町索道事業特別会計補正予算について、でご

ざいますが、既定の歳入歳出予算の総額は増

減無しとし、総額は４，２４４万９千円であ

ります。

歳入におきましては、索道事業基金繰入金

９７５万円を増額しておりますし、指定管理

納付金９１５万円、消費税還付金６０万円を

それぞれ減額しております。

続きまして議案第１００号 令和７年度若

桜町簡易水道事業会計補正予算について、で

ございますが、収益的支出では、送配水管修

繕等に係る費用として事業費用に１６５万６

千円を増額しております。

また、資本的支出では、建設改良費を同額

の１６５万６千円を減額しております。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑は一括して行います。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第７

議案第１０１号 若桜町乳児等通園支援事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定について、議案第１０２号 若桜町特定

乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定

める条例の制定について、議案第１０３号 若

桜町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について、議

案第１０４号 若桜町特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部改正について、を一括して議

題とします。

提案理由の説明を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

はじめに議案第１０１号 若桜町乳児等通

園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定について、及び議案第１０２

号 若桜町特定乳児等通園支援事業の運営に

関する基準を定める条例の制定について、で

ございますが、これは、令和８年度より乳幼

児等通園支援事業が本格実施されることに伴

い、内閣府令で定める基準に沿った条例を定

めるものでございます。



続きまして、議案第１０３号 若桜町家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について、及び議案第１

０４号 若桜町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部改正について、でございますが、こ

れは、児童福祉法、児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準等の一部が改正されたこと

に伴い、所要の改正を行うものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑は一括して行います。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第８

議案第１０５号 若桜町特別会計条例の一

部改正について、を議題とします。

提案理由の説明を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第１０５号 若桜町特別会計条例の一

部改正について、でございますが、これは、

新町団地分譲開始に伴い特別会計を設置する

ものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第９

議案第１０６号 若桜町営スキー場施設の

設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て、議案第１０７号 氷ノ山高原の宿氷太くん

の設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて、を一括して議題とします。

提案理由の説明を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

それでは、ただ今議題となりました議案に

つきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第１０６号 若桜町営スキー場施設の

設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て、及び議案第１０７号 氷ノ山高原の宿氷太

くんの設置及び管理に関する条例の一部改正

について、でございますが、これは、利用料

金を適正化することにより管理運営の健全化

を図るため、所要の改正を行うものでござい

ます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑は一括して行います。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日はこれにて散会します。

   午後１時５３分  散 会


